
平成 29年 4月 

平成 29 年度 高年齢者雇用に係る給付金の制度改正のご案内 

 

 

当機構が取扱う高年齢者雇用に係る給付金は以下のとおり改正されました。 

 

（１）65歳超雇用推進助成金（65歳超継続雇用促進コース） 

 

他のコースの創設に伴い、以下のとおり助成金名が変更されました。 

 

【H29.3.31まで】65歳超雇用推進助成金 

【H29.4.1以降】 65歳超雇用推進助成金（65歳超継続雇用促進コース） 

 

  また、平成 29年 5月 1日から別紙 1のとおり助成額等が変更されます。 

  なお、平成 29年 4月中に支給申請書が提出されたものの助成額等については、従前の取扱

いとします。支給申請の留意事項については別紙 2をご参照ください。 

 

（２）65歳超雇用推進助成金（高年齢者雇用環境整備支援コース） 

 

高年齢者雇用安定助成金は廃止され、新たな助成金が創設されました。 

 

【廃 止】高年齢者雇用安定助成金（高年齢者活用促進コース） 

【創 設】65歳超雇用推進助成金（高年齢者雇用環境整備支援コース） 

 

主な相違点は以下のとおりです。 

【措置の内容】 

・措置の内容から、「新分野への進出等」及び「定年の引上げ等」を削除し、「機械設備

の導入等」及び「雇用管理制度の導入等、健康管理制度の導入」のいずれかとします。 

 

【支給額等】 

・雇用管理制度の導入等に伴う経費については、30万円を要したものとみなします。 

・事業主の生産性に関する要件を設け、助成割合等を以下のとおりとします。 

 

 
 

【助成割合】 

中小企業 

【助成割合】 

中小企業以外 

対象となる被保険者

1 人あたりの上限額 

旧 高年齢者活用促進コース 
要した額の 

2/3 

要した額の 

1/2 

20万円 

（所定の要件を満た

す場合は 30 万円） 

新 

高年齢者雇用環境整備支援コース 
要した額の 

60％ 

要した額の 

45％ 
28万 5千円 

高年齢者雇用環境整備支援コース 

（生産性要件を満たす場合のみ） 

要した額の 

75％ 

要した額の 

60％ 
36万円 

 

 

 



（３）65歳超雇用推進助成金（高年齢者無期雇用転換コース） 

 

高年齢者雇用安定助成金は廃止され、新たな助成金が創設されました。 

 

【廃 止】高年齢者雇用安定助成金（高年齢者無期雇用転換コース） 

【創 設】65歳超雇用推進助成金（高年齢者無期雇用転換コース） 

 

主な相違点は以下のとおりです。 

【対象となる転換制度】 

・「雇用後 5 年以内に転換する制度」であったものが、「平成 25 年 4 月 1 日以降に締結

された契約に係る期間が通算 5年以内の者を転換する制度」になります。 

 

【支給額】 

・事業主の生産性に関する要件を設け、1人あたりの助成額を以下のとおりとします。 

 

 
 

【助成単価】 

中小企業 

【助成単価】 

中小企業以外 

旧 
高年齢者雇用安定助成金 

高年齢者無期雇用転換コース 
50万円 40万円 

新 

65歳超雇用推進助成金 

高年齢者無期雇用転換コース 
48万円 38万円 

65歳超雇用推進助成金 

高年齢者無期雇用転換コース 

（生産性要件を満たす場合のみ） 

60万円 48万円 

 

 

（４）生産性要件について 

 

  生産性要件の算定方法等については、以下のページ（厚生労働省）をご参照ください。 

 

「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html 

 

 

（５）改正内容の適用等について 

 

・（１）のコースについては、平成 29年 4月 1日以降に支給申請書が提出されたものについ

てコース名の変更を行い、平成 29年 5月 1日以降に支給申請書が提出されたものについて

助成額等を変更します。 

 

・（２）及び（３）において創設されたコースについては、平成 29年 4月 1日以降に計画書

が提出されたものについて適用します。なお、平成 29年 3月 31日までに計画書が提出さ

れたものについては、経過措置により、高年齢者雇用安定助成金の制度を適用します。 
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65歳超雇用推進助成金（65歳超継続雇用促進コース）支給申請の留意事項 

１ 提出期限について 

改正前の制度の適用をཷけるには、平成 29 年 4月中に支給申請書及びῧ付書㢮を㒔㐨ᗓ

┴支㒊に提出をするᚲ要があり、ලయⓗには以下のとおりとします。 

ձ平成 29年 4 月 28日（金）の 17までに㒔㐨ᗓ┴支㒊の申請❆ཱྀにᣢ参により提出して

ください。月ᮎにおいては❆ཱྀが㎸み合う場合がありますので、間にవ⿱をᣢった᮶

所をお㢪いします。

ղ㒑㏦等の場合は、平成 29年 4月 28日（金）の 17までに㒔㐨ᗓ┴支㒊の申請❆ཱྀに฿

╔するよう、申請者の㈐௵により㏦付してください。（4 月 29 日及び 30 日については、

ఇ業日のたࡵ㒑౽≀等のཷ取は行࠼ませࢇ）㏦付の㝿は書留㒑౽等のཷ取☜ㄆのでࡁる

方法により㏦付するࡇとを推ዡします。

いかなる理⏤であれ、結ᯝとして期限までに申請ඛ❆ཱྀに฿╔しない場合は改正前の制

度は適用しませࢇ。 

２ 申請ᵝᘧについて 

平成 29年 4月における申請ᵝᘧについては、改正したᵝᘧをヱ当ページにᥖ㍕をしてい

ます。ただし、平成 29年 4 月中に支給申請をする場合に限り、従前のᵝᘧを用してもᕪ

し支࠼ありませࢇ。 

ただし、従前のᵝᘧを用した場合でも、平成 29年 4月改正のᵝᘧで申請があった場合

とྠᵝに取り扱い、平成 29年 4月改正のᵝᘧのグ㍕事項をᢎしたものとします。 

なお、平成 29年 5月以降に支給申請を行う場合は、従前のᵝᘧを用するࡇとはでࡁま

せࢇ。 
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